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福島県相双地域等の物流に関する協議会について 

 

平成 30年 12月 事務局 

 

１．趣旨 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等の対象となった 12市町村（福

島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、

浪江町、葛尾村及び飯舘村）においては、平成 29年春までに、帰還困難区域を除くほ

とんどの地域で避難指示が解除されるなど、本格的な復興・再生に向けスタートしてい

る。また、帰還困難区域を有する町村について、福島復興再生特別措置法に基づく特定

復興再生拠点整備計画が全て認定され、今後の避難指示解除等に向けた一歩を踏み出し

た。 

当該地域の復興・再生に向けては、事業・なりわいの再建を始め、産業団地等への企

業立地の加速化等の取組の着実な推進を図る必要があり、避難指示解除地域において

は、徐々にそうした取組が具現化されてきている。 

そうした復興・再生への進捗が見られる一方で、事故の影響等で従来の物流網が脆弱

になり、物資の受配送ができない事例が一部見られ、企業や関係市町村からはこうした

課題の解決を求める声もあり、復興庁「福島 12市町村の将来像に関する有識者検討

会」における福島１２市町村将来像の実現加速化に向けた取組の一つとして、物流問題

の課題解決が位置づけられた。 

そのため、物流網における課題が企業進出、新規創業、事業再開等のボトルネックと

なり、今後の被災 12市町村の事業・なりわいの再建等に影響を及ぼさないためにも、

早期に本課題の把握と解決に向けた検討・取組を進めていくべく、官民関係者が会する

協議会を設け、関係者の共通認識の醸成及び今後の必要な対応等について協議する。 

 

２．事務局 

協議会に係る事務は、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ福島事業・なりわい

再建支援室及び復興庁原子力災害復興班が行う。 

 

３．構成員 

協議会の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、事務局が必要と認めるときは、構

成員を追加することやその他の関係者の出席を求めることができる。 

 

４．議事の公開 

協議会は原則非公開とするが、各回の議事概要及び配布資料は速やかに公開する。た

だし、事務局が必要と認めるときは、議事概要又は配布資料の全部又は一部を非公開と

することができる。 

  



（別紙） 
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原田 徳仁 富岡町 企画課長 

猪狩 貢 川内村 副村長 
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